
 

【日 時】令和７年１２月１２日（金） 

９:００～１２:００  ※お一人様１時間程度 

【場 所】隠岐合同庁舎 2 階予診室 

【対応者】断酒新生会隠岐支部 相談員 

隠岐保健所保健師 

【申込期限】令和７年１２月４日（木） 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

一人で抱えこまずに、相談してみませんか？ 

「最近、お酒の量が増えた」「お酒がやめられない」「お酒によるトラブルで悩んでいる」 

「お酒で体調をくずしてしまった」「一度お酒をやめていたのに、再開してしまった」 

などお酒でお困りの方。 

☆相談は、本人・家族・職場の方など、どなたでもお気軽にご連絡ください。 

☆相談は、無料で、相談内容の秘密は守ります。 

☆相談は、予約制ですので、ご希望の方は下記までご連絡ください。 

【問い合わせ先】 
 

隠岐の島町港町塩口２４ 隠岐合同庁舎 
隠岐保健所 地域健康推進課 担当：島田 

 
TEL：０８５１２－２－９７1２ 

【島後会場】 

お酒による困りごと相談のご案内 
 

http://www.pref.shimane.lg.jp/oki_hoken/mamena_costume.html

